
遊漁規則の変更内容 

【漁業権番号】 内共第１７号 

【関係漁業協同組合】郡上漁業協同組合 

 

変 更 案 現 行 変更理由 
施行予定 

年月日 

第1条から第９条 略 

 

（特定釣漁場） 

第１０条 前条の規定にかかわらず、組合が、次の表のア欄の区域

において、イ欄の魚種を対象に、ウ欄の期間開設する特定釣漁場

において遊漁をしようとする場合には、エ欄の料金を組合が指定

する場所において納付しなければならない。 

ア区    域 イ魚種 ウ期 間 エ料    金 

【略】 【略】 【略】 【略】 

戸谷川の井堀ため池堰堤の

下流端から上流、フォレス

トパーク３７３ふれあい広

場上端にかかる橋上流端ま

で 

あまご 

いわな 

こい 

にじます 

別に定

める期間 

事前濃密 

放流 

3,000円 

【略】 【略】 【略】 【略】 

２ 略 

 

第１１条から第１３条 略 

第1条から第９条 略 

 

（特定釣漁場） 

第１０条 前条の規定にかかわらず、組合が、次の表のア欄の区域

において、イ欄の魚種を対象に、ウ欄の期間開設する特定釣漁場

において遊漁をしようとする場合には、エ欄の料金を組合が指定

する場所において納付しなければならない。 

ア区    域 イ魚種 ウ期 間 エ料    金 

【略】 【略】 【略】 【略】 

戸谷川の井堀ため池堰堤の

下流端から上流、フォレス

トパーク３７３ふれあい広

場上端にかかる橋上流端ま

で 

あまご 

いわな 

こい 

にじます 

別に定

める期間 

事前濃密 

放流 

1,300円 

【略】 【略】 【略】 【略】 

２ 略 

 

第１１条から第１３条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物価、人件

費高騰に合

わせた料金

設定とする

ため 

 

認可の

日から 


